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春日市民間提案制度実施要領

１ 目的

この実施要領は、多様化、複雑化する行政課題に対応するため、民間事業者の自由な発想に

よる創意工夫を生かした提案を事業化する「春日市民間提案制度」の実施について、必要な事

項を定めるものである。

２ 制度の概要

（１） 募集する提案

次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。

ア 市民サービスの向上

市民サービスの向上を図る提案

（例えば、本市の遊休地・遊休施設等の利活用に対する自由な発想による提案も可能）

イ 財政負担の軽減

民間事業者の資金や経験等を活用することで費用の削減を図る提案

（２）対象

自由提案方式

市のすべての事業を提案募集の対象とし、民間事業者から自由な提案を募集する。

ただし、既に春日市で取り組み始めている事業については対象外とする。

・民間提案制度で採用となった事業と同様な提案（市のホームページ参照）

・公共施設の LED化

３ 提案事業者の資格

次の各号のいずれかに該当する者は、提案することができない。

（１）個人

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者

（３) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生

手続開始の決定を受けている者を除く。）等、経営状態が著しく不健全である者

（４）春日市指名停止等の措置に関する規則（平成10年規則第18号）に基づく指名停止を

受けている者

（５）春日市一般（指名）競争入札参加資格等に関する規程（平成８年５月告示第 65 号）

に基づく競争入札参加資格を有する者の決定を受ける見込みのない者

（６）その他、提案することが適当でないと市長が認める者
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４ スケジュール

※⑤から⑩は目安であり、審査の進捗により柔軟に対応する。

※⑨、⑩は提案が採用され、かつ、随意契約により実施事業者として選定された場合

内容 日程

① 実施要領の公表 令和７年５月１日（木）

② 事前相談
令和７年５月１日（木）から

令和７年６月３０日（月）まで

③ 簡易提案書の提出
令和７年７月１日（火）から

令和７年７月１８日（金）まで

④
一次審査

（ヒアリング）

令和７年８月６日（水）または

令和７年８月７日（木）午前中

※簡易提案書の提出後に調整

⑤ 結果通知 令和７年８月中旬（予定）

⑥ 企画提案書の提出 令和７年９月中旬（予定）

⑦
二次審査

（プレゼンテーション）

令和７年１０月上旬～中旬（予定）

※一次審査結果通知後に調整

⑧ 結果通知 二次審査後２週間以内

⑨ 詳細協議・条件整理 結果通知後３か月程度

⑩ 契約の締結
詳細協議・条件整理が整った後に契約する。

ただし、予算措置が必要な場合は、議決後。
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５ 実施フロー図（参考）

採用された提案については、詳細な協議を行い予算化を行う。プロポーザル、競争入札を

行う場合は予算の措置状況によっては翌年度の業者選定となる場合がある。

提案事業者 春日市

実施要領の公表

簡易提案書作成 簡易提案書受理

企画提案書作成

一次審査（ヒアリング）

企画提案書受理

二次審査（プレゼンテーション）

結果通知結果通知受理

詳細協議・条件整理

予算要求等

とりやめ

随意契約またはプロポーザルまたは競争入札

事前相談

結果通知結果通知受理

不採用

とりやめ

不採用

とりやめ

不採用

とりやめ

継続相談

継続相談
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６ 事前相談

企画提案書の提出を検討している民間事業者は、法令上の課題や市の計画の不整合等による

不備を防ぐためにも面談による事前相談を必須とする。

（１）提出書類

様式第１号「事前相談申込書」

（２）受付期間

令和７年５月１日（木）から令和７年６月３０日（月）まで

※市の休日の日は除く。

（３）受付方法

17 に記載の部署へ電子メールにて提出すること。電子メールの表題は、「事前相談申込書」

とし、確認後、本市より受信した旨メールする。その後、日程を調整する。

（４）その他

ア 具体的な事業の提案ではなく、アイデアや構想段階で構わない。

イ 事前相談の内容は、知的財産保護の観点から、希望しない限り外部へ開示しない。

ウ 相談回数の上限はない。

エ 出席者は６人以内とする。ただし、共同企業体にて提案する場合は２名×企業数を出席

者の上限とする。

７ 一次審査（ヒアリング）

事前相談を経て、提出された簡易提案書に基づき一次審査（ヒアリング）を実施する。

（１）企画提案書等の提出

ア 提出書類

（ア）様式第２号「提案書」

（イ）様式第３号「提案事業者調書」

（ウ）簡易提案書

様式、ページ数は任意とするが、Ａ３版 ３枚（Ａ４版 ６枚）程度。両面可。

イ 受付期間

令和７年７月１日（火）から令和７年７月１８日（金）午後５時まで

※市の休日の日は除く。

ウ 提出方法

17に記載の部署に電子メール等を用いて電子媒体で提出すること。

（２）審査日程

ア 審査日

令和７年８月６日（水）または８月７日（木）午前中

イ 場所

春日市役所内会議室
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ウ 説明時間

20分程度で行うこと。その後、20分程度の質疑を行う。

エ 出席者

６人以内とする。ただし、共同企業体にて提案する場合は２名×企業数を出席者の上限

とする。

オ 審査の公開の可否

非公開

カ その他

詳細は提案事業者と調整した後、様式第２号「提案書」の記載の連絡先に様式第４号

「一次審査（ヒアリング）の日程等について（通知）」をメールにて通知する。

（３）審査員の構成

審査員は市職員３人以上とする。

（４）評価方法

７（３）の審査員において、提出書類の内容を 14に記載する評価基準に基づき評価する。

また、評価区分は次のとおりとする。

採用・・・・・二次審査（プレゼンテーション）での説明が必要と判断した場合

継続相談・・・事業化の可能性はあるが、課題等を整理する必要があると判断した場合

不採用・・・・事業化に適していないと判断した場合

（５）結果の通知

一次審査（ヒアリング）後１週間以内に、様式第２号「提案書」の記載のある連絡先に様

式第５号「一次審査（ヒアリング）の結果について（通知）」をメールにて通知する。また、

二次審査に選ばれた提案事業者には、様式第６号「二次審査（プレゼンテーション）の日程

等について（通知）」を添付し、詳細な審査日時等を通知する。

８ 二次審査（プレゼンテーション）

提出された企画提案書に基づき二次審査（プレゼンテーション）を実施する。

（１）企画提案書等の提出

提出書類

ア 企画提案書

様式、ページ数は任意とするが、おおむねＡ３版 20枚（Ａ４版 40 枚）程度。両面可

知的財産権が含まれる場合は、市に明示すること。

イ 提出期限

令和７年９月中旬頃（予定）

※詳細は 様式第６号「二次審査（プレゼンテーション）の日程等について（通知）」

に記載する。

ウ 提出方法

17に記載の部署に電子メール等を用いて電子媒体で提出すること。
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（２）審査日等

ア 審査日

令和７年１０月上旬～中旬頃（予定）

※詳細は、様式第６号「二次審査（プレゼンテーション）の日程等について（通知）」

に記載する。

イ 場所

春日市役所 ５階 庁議室

ウ 説明時間

30分程度で行うこと。その後、30分程度の質疑を行う。

エ 出席者

６人以内とする。ただし、共同企業体にて提案する場合は、２名×企業数を出席者の上

限とする。

オ 審査の公開の可否

非公開

カ その他

詳細は提案事業者と調整する。

（３）審査員の構成

審査員は副市長を含む市職員４人以上とする。

（４）評価方法

８（３）の審査員において、プレゼンテーションの内容を 14の評価基準に基づき評価す

る。また、評価区分は次のとおりとする。

採用・・・・・提案を採用し、民間活力等の導入を進めると判断した場合

継続相談・・・事業化の可能性はあるが、課題等を整理する必要があると判断した場合

不採用・・・・事業化に適していないと判断した場合

（５）実施する民間主体の選定

評価で採用となった場合、以下の選定を行う。

ア 民間提案の内容に提案者の独自の発想を有するなど、民間提案自体に知的財産的なノウ

ハウなどが認められる場合は、随意契約により、提案者を実施事業者として選定する。

イ 民間提案の内容に提案者の独自性がそれほど高くなく、提案者以外にも複数の事業者が

存在するが、実施に際して、特別なノウハウ、経験などの活用を要する場合、プロポーザ

ル等総合評価により、改めて事業実施者を公募し、提案内容を競わせ選定する。

なお、選定に際しては、民間提案し採用された者が仕様書作成に協力した場合、民間提

案加点（評価点の１０％を上限とする）を行う。

ウ 民間提案の内容に提案者の独自性がほとんどなく、提案者以外にも複数の事業者が存在

し、実施に際して、特別なノウハウ等の活用を要しなく、提案内容を競わせる必要がない

場合は、競争入札により、改めて事業実施者を公募し選定する。
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（６）結果の通知

二次審査（プレゼンテーション）後、１週間以内に様式第２号「提案書」の記載の連絡先

に様式第７号「二次審査（プレゼンテーション）の結果について（通知）」をメールにて通

知する。

（７）その他

提案を採用し、事業化を進めるものは事業計画の概要を、採用しないものはその理由を明

らかにし、ホームページ上にて公開する。

９ 詳細協議、条件整理、契約の締結

採用され、かつ、随意契約により実施事業者として選定された場合は、交渉権者となり協定

を締結し、契約するまでの諸条件について市と協議を進める。なお、この際の協議は、企画提

案書の範囲内で行うこととし、協議が整わない場合には事業化されない。契約期間については

５年を超えないこととする。例外的に長期の事業でないと成立しないものについては、別途、

市と提案者との協議によって決定する。

10 審査期間

予算を伴い、次年度に事業実施を目指す場合の審査期間は令和７年１２月１９日（金）まで

とし、それ以外の事業は令和８年２月２０日（金）までとする。ただし、継続相談と判断され

た事業については 11 のとおり取り扱う。

11 継続相談となった事業

過去の審査を含め、継続相談と判断された事業は、課題等を整理したのち、継続相談と判断

された審査から再度開始することができる。なお、採用、又は、不採用の審査結果が出るまで

審査を継続することとし、審査期間は設けない。

12 資料の提供

本提案に当たり、必要な資料は電子データにて提供する。その際、様式第８号「資料提供依

頼書」を 17 に記載の部署に電子メールで提出すること。ただし、資料の提供は、様式第１号

「事前相談申込書」の提出以降とする。

13 提案参加の辞退

様式第２号「提案書」の提出以降、提案参加を辞退するときは、様式９号「辞退届」を 17

に記載の部署に電子メールで提出すること。
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14 評価基準

15 失格・無効要件

下記のいずれかに該当する場合は失格・無効とする。

（１）提出期限を過ぎて書類の提出があった場合

（２）提出書類に虚偽があった場合

（３）審査の公平性を害する行為、信義に反する行為があった場合

16 その他留意事項

（１）企画提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者が負担する。

（２）提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。

（３) 提案事業者は企画提案書等が第三者の有する知的財産権を侵害するものではないことを

市に対して保証すること。また、企画提案書等に知的財産権が含まれる場合は、市に明示す

ること。

（４）提出された企画提案書等に係る知的財産権は提案事業者に帰属するものとし、市は提案事

業者の同意なく公表しない。ただし、事業名称及び事業概要の公表には同意することとし、

No. 評価項目 評価内容

１ 制度の理解度 公民連携の理解度について評価する。

２ 事業の理解度
提案事業に対する現状と課題への理解度について評価す

る。

３ 事業の遂行能力
事業が実施と判断した場合の体制や能力について評価す

る。

４

実現性

実効性 事業の具体的な内容、及び実現可能性について評価する。

５ リスク管理 事故が発生した場合の組織体制について評価する。

６ 法的適合 遵守すべき法律とその対応について評価する。

７ 役割分担 市と提案事業者との役割分担について評価する。

８ 独創性 創意工夫 提案事業者独自のアイデアや工夫等について評価する。

９
費用対効果

経済性

サービスの向上 市民サービスの向上について評価する。

10 財政負担の軽減 財政負担の軽減について評価する。
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公表する内容については事前に提案事業者の了承を得る。また、契約した場合、著作権は市

に帰属する。

（５）業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

17 当該提案に関する事務を担当する部署の名称

春日市経営企画部経営企画課

企画担当

〒８１６-８５０１ 福岡県春日市原町３丁目１番地５ 春日市役所５階

TEL：０９２－５８４－１１１１ FAX：０９２－５８４－１１４５

E-mail：kikaku@city.kasuga.fukuoka.jp


